
JP 6237135 B2 2017.11.29

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　台紙に貼り付けられている付箋に対する操作を検知する検知手段と、
　前記検知手段によって検知された付箋の状態が、前記付箋の属性、台紙上における該付
箋の位置、該付箋が作成された時間、該付箋に記載されている内容、又はこれらの組み合
わせを用いた予め定められた状態であるか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段によって予め定められた状態であると判定された場合、前記付箋に対応付
けられた処理を行う処理手段
　を具備し、
　前記判定手段は、前記付箋の状態から、該付箋を作成した操作者を紹介する自己紹介付
箋、又は他の付箋とのグループを示すグループ付箋のいずれであるかを判定し、
　前記処理手段は、前記判定手段によって前記付箋が自己紹介付箋であると判定された場
合は、該自己紹介付箋によって紹介された操作者が作成した付箋を、他の付箋とは異なる
形態で表示する
　ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記処理手段は、前記判定手段によって前記付箋が自己紹介付箋であると判定された場
合は、該自己紹介付箋によって紹介された操作者が作成した付箋を、前記検知手段によっ
て検知された付箋の移動とともに移動させる
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
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【請求項３】
　台紙に貼り付けられている付箋に対する操作を検知する検知手段と、
　前記検知手段によって検知された付箋の状態が、前記付箋の属性、台紙上における該付
箋の位置、該付箋が作成された時間、該付箋に記載されている内容、又はこれらの組み合
わせを用いた予め定められた状態であるか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段によって予め定められた状態であると判定された場合、前記付箋に対応付
けられた処理を行う処理手段
　を具備し、
　前記判定手段は、前記付箋の状態から、該付箋を作成した操作者を紹介する自己紹介付
箋、又は他の付箋とのグループを示すグループ付箋のいずれであるかを判定し、
　前記処理手段は、前記判定手段によって前記付箋が自己紹介付箋であると判定された場
合は、該自己紹介付箋によって紹介された操作者が作成した付箋を、前記検知手段によっ
て検知された付箋の移動とともに移動させる
　ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項４】
　コンピュータを、
　台紙に貼り付けられている付箋に対する操作を検知する検知手段と、
　前記検知手段によって検知された付箋の状態が、前記付箋の属性、台紙上における該付
箋の位置、該付箋が作成された時間、該付箋に記載されている内容、又はこれらの組み合
わせを用いた予め定められた状態であるか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段によって予め定められた状態であると判定された場合、前記付箋に対応付
けられた処理を行う処理手段
　として機能させ、
　前記判定手段は、前記付箋の状態から、該付箋を作成した操作者を紹介する自己紹介付
箋、又は他の付箋とのグループを示すグループ付箋のいずれであるかを判定し、
　前記処理手段は、前記判定手段によって前記付箋が自己紹介付箋であると判定された場
合は、該自己紹介付箋によって紹介された操作者が作成した付箋を、他の付箋とは異なる
形態で表示する
　ことを特徴とする情報処理プログラム。
【請求項５】
　コンピュータを、
　台紙に貼り付けられている付箋に対する操作を検知する検知手段と、
　前記検知手段によって検知された付箋の状態が、前記付箋の属性、台紙上における該付
箋の位置、該付箋が作成された時間、該付箋に記載されている内容、又はこれらの組み合
わせを用いた予め定められた状態であるか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段によって予め定められた状態であると判定された場合、前記付箋に対応付
けられた処理を行う処理手段
　として機能させ、
　前記判定手段は、前記付箋の状態から、該付箋を作成した操作者を紹介する自己紹介付
箋、又は他の付箋とのグループを示すグループ付箋のいずれであるかを判定し、
　前記処理手段は、前記判定手段によって前記付箋が自己紹介付箋であると判定された場
合は、該自己紹介付箋によって紹介された操作者が作成した付箋を、前記検知手段によっ
て検知された付箋の移動とともに移動させる
　ことを特徴とする情報処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置及び情報処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　特許文献１には、入力部及び表示部を備えた情報処理装置において、優れた操作性を実
現することを課題とし、タブレット端末は、表示部の画面の位置を指し示す指示体が移動
した軌跡を取得する接触情報生成部と、軌跡領域を特定し、軌跡領域に少なくとも一部が
重なるオブジェクトを特定し、オブジェクトにおける、軌跡領域が占める割合に応じて、
オブジェクト自体及びオブジェクトの一部のいずれかを、選択されたオブジェクトとして
特定するオブジェクト特定部と、オブジェクトと該オブジェクトに関連する項目とを対応
付けて記憶する関連情報記憶部を参照して、選択されたオブジェクトに対応付けられた関
連項目を抽出する関連項目抽出部と、抽出された関連項目のアイコンを表示部に表示する
操作画面処理部とを備えていることをことが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５１０７４５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、台紙に貼り付けられた付箋に対する処理を行う場合にあって、その処理を行
わせるための操作者による指示操作なしに、付箋の状態が予め定められた状態であるとき
は、付箋に対応付けられた処理を行うようにした情報処理装置及び情報処理プログラムを
提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　かかる目的を達成するための本発明の要旨とするところは、次の各項の発明に存する。
　請求項１の発明は、台紙に貼り付けられている付箋に対する操作を検知する検知手段と
、前記検知手段によって検知された付箋の状態が、前記付箋の属性、台紙上における該付
箋の位置、該付箋が作成された時間、該付箋に記載されている内容、又はこれらの組み合
わせを用いた予め定められた状態であるか否かを判定する判定手段と、前記判定手段によ
って予め定められた状態であると判定された場合、前記付箋に対応付けられた処理を行う
処理手段を具備し、前記判定手段は、前記付箋の状態から、該付箋を作成した操作者を紹
介する自己紹介付箋、又は他の付箋とのグループを示すグループ付箋のいずれであるかを
判定し、前記処理手段は、前記判定手段によって前記付箋が自己紹介付箋であると判定さ
れた場合は、該自己紹介付箋によって紹介された操作者が作成した付箋を、他の付箋とは
異なる形態で表示することを特徴とする情報処理装置である。
【０００６】
　請求項２の発明は、前記処理手段は、前記判定手段によって前記付箋が自己紹介付箋で
あると判定された場合は、該自己紹介付箋によって紹介された操作者が作成した付箋を、
前記検知手段によって検知された付箋の移動とともに移動させることを特徴とする請求項
１に記載の情報処理装置である。
【０００７】
　請求項３の発明は、台紙に貼り付けられている付箋に対する操作を検知する検知手段と
、前記検知手段によって検知された付箋の状態が、前記付箋の属性、台紙上における該付
箋の位置、該付箋が作成された時間、該付箋に記載されている内容、又はこれらの組み合
わせを用いた予め定められた状態であるか否かを判定する判定手段と、前記判定手段によ
って予め定められた状態であると判定された場合、前記付箋に対応付けられた処理を行う
処理手段を具備し、前記判定手段は、前記付箋の状態から、該付箋を作成した操作者を紹
介する自己紹介付箋、又は他の付箋とのグループを示すグループ付箋のいずれであるかを
判定し、前記処理手段は、前記判定手段によって前記付箋が自己紹介付箋であると判定さ
れた場合は、該自己紹介付箋によって紹介された操作者が作成した付箋を、前記検知手段
によって検知された付箋の移動とともに移動させることを特徴とする情報処理装置である
。
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【０００８】
　請求項４の発明は、コンピュータを、台紙に貼り付けられている付箋に対する操作を検
知する検知手段と、前記検知手段によって検知された付箋の状態が、前記付箋の属性、台
紙上における該付箋の位置、該付箋が作成された時間、該付箋に記載されている内容、又
はこれらの組み合わせを用いた予め定められた状態であるか否かを判定する判定手段と、
前記判定手段によって予め定められた状態であると判定された場合、前記付箋に対応付け
られた処理を行う処理手段として機能させ、前記判定手段は、前記付箋の状態から、該付
箋を作成した操作者を紹介する自己紹介付箋、又は他の付箋とのグループを示すグループ
付箋のいずれであるかを判定し、前記処理手段は、前記判定手段によって前記付箋が自己
紹介付箋であると判定された場合は、該自己紹介付箋によって紹介された操作者が作成し
た付箋を、他の付箋とは異なる形態で表示することを特徴とする情報処理プログラムであ
る。
【０００９】
　請求項５の発明は、コンピュータを、台紙に貼り付けられている付箋に対する操作を検
知する検知手段と、前記検知手段によって検知された付箋の状態が、前記付箋の属性、台
紙上における該付箋の位置、該付箋が作成された時間、該付箋に記載されている内容、又
はこれらの組み合わせを用いた予め定められた状態であるか否かを判定する判定手段と、
前記判定手段によって予め定められた状態であると判定された場合、前記付箋に対応付け
られた処理を行う処理手段として機能させ、前記判定手段は、前記付箋の状態から、該付
箋を作成した操作者を紹介する自己紹介付箋、又は他の付箋とのグループを示すグループ
付箋のいずれであるかを判定し、前記処理手段は、前記判定手段によって前記付箋が自己
紹介付箋であると判定された場合は、該自己紹介付箋によって紹介された操作者が作成し
た付箋を、前記検知手段によって検知された付箋の移動とともに移動させることを特徴と
する情報処理プログラムである。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１の情報処理装置によれば、台紙に貼り付けられた付箋に対する処理を行う場合
にあって、その処理を行わせるための操作者による指示操作なしに、付箋の状態が付箋の
属性、台紙上における付箋の位置、付箋が作成された時間、付箋に記載されている内容、
又はこれらの組み合わせを用いた予め定められた状態であるときは、付箋に対応付けられ
た処理を行うことができる。また、付箋の状態から、自己紹介付箋又はグループ付箋のい
ずれであるかを判定することができる。そして、自己紹介付箋である場合は、その自己紹
介付箋によって紹介された操作者が作成した付箋を、他の付箋とは異なる形態で表示する
ことができる。
【００１３】
　請求項２の情報処理装置によれば、自己紹介付箋である場合は、その自己紹介付箋によ
って紹介された操作者が作成した付箋を、検知された付箋の移動とともに移動させること
ができる。
【００１４】
　請求項３の情報処理装置によれば、台紙に貼り付けられた付箋に対する処理を行う場合
にあって、その処理を行わせるための操作者による指示操作なしに、付箋の状態が付箋の
属性、台紙上における付箋の位置、付箋が作成された時間、付箋に記載されている内容、
又はこれらの組み合わせを用いた予め定められた状態であるときは、付箋に対応付けられ
た処理を行うことができる。また、付箋の状態から、自己紹介付箋又はグループ付箋のい
ずれであるかを判定することができる。そして、自己紹介付箋である場合は、その自己紹
介付箋によって紹介された操作者が作成した付箋を、検知された付箋の移動とともに移動
させることができる。
【００１５】
　請求項４の情報処理プログラムによれば、台紙に貼り付けられた付箋に対する処理を行
う場合にあって、その処理を行わせるための操作者による指示操作なしに、付箋の状態が
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付箋の属性、台紙上における付箋の位置、付箋が作成された時間、付箋に記載されている
内容、又はこれらの組み合わせを用いた予め定められた状態であるときは、付箋に対応付
けられた処理を行うことができる。また、付箋の状態から、自己紹介付箋又はグループ付
箋のいずれであるかを判定することができる。そして、自己紹介付箋である場合は、その
自己紹介付箋によって紹介された操作者が作成した付箋を、他の付箋とは異なる形態で表
示することができる。
【００１６】
　請求項５の情報処理プログラムによれば、台紙に貼り付けられた付箋に対する処理を行
う場合にあって、その処理を行わせるための操作者による指示操作なしに、付箋の状態が
付箋の属性、台紙上における付箋の位置、付箋が作成された時間、付箋に記載されている
内容、又はこれらの組み合わせを用いた予め定められた状態であるときは、付箋に対応付
けられた処理を行うことができる。また、付箋の状態から、自己紹介付箋又はグループ付
箋のいずれであるかを判定することができる。そして、自己紹介付箋である場合は、その
自己紹介付箋によって紹介された操作者が作成した付箋を、検知された付箋の移動ととも
に移動させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図である。
【図２】本実施の形態を実現するにあたってのシステム構成例を示す説明図である。
【図３】本実施の形態が使用される会議室等の例を示す説明図である。
【図４】本実施の形態による共有電子付箋情報処理装置の表示例を示す説明図である。
【図５】本実施の形態による処理例を示すフローチャートである。
【図６】付箋情報テーブルのデータ構造例を示す説明図である。
【図７】グループ化包囲線テーブルのデータ構造例を示す説明図である。
【図８】付箋状態定義テーブルのデータ構造例を示す説明図である。
【図９】シナリオテーブルのデータ構造例を示す説明図である。
【図１０】機能選択定義テーブルのデータ構造例を示す説明図である。
【図１１】本実施の形態による処理例を示すフローチャートである。
【図１２】本実施の形態による処理例を示す説明図である。
【図１３】本実施の形態による処理例を示す説明図である。
【図１４】本実施の形態を実現するコンピュータのハードウェア構成例を示すブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面に基づき本発明を実現するにあたっての好適な一実施の形態の例を説明する
。
　図１は、本実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図を示している。
　なお、モジュールとは、一般的に論理的に分離可能なソフトウェア（コンピュータ・プ
ログラム）、ハードウェア等の部品を指す。したがって、本実施の形態におけるモジュー
ルはコンピュータ・プログラムにおけるモジュールのことだけでなく、ハードウェア構成
におけるモジュールも指す。それゆえ、本実施の形態は、それらのモジュールとして機能
させるためのコンピュータ・プログラム（コンピュータにそれぞれの手順を実行させるた
めのプログラム、コンピュータをそれぞれの手段として機能させるためのプログラム、コ
ンピュータにそれぞれの機能を実現させるためのプログラム）、システム及び方法の説明
をも兼ねている。ただし、説明の都合上、「記憶する」、「記憶させる」、これらと同等
の文言を用いるが、これらの文言は、実施の形態がコンピュータ・プログラムの場合は、
記憶装置に記憶させる、又は記憶装置に記憶させるように制御するの意である。また、モ
ジュールは機能に一対一に対応していてもよいが、実装においては、１モジュールを１プ
ログラムで構成してもよいし、複数モジュールを１プログラムで構成してもよく、逆に１
モジュールを複数プログラムで構成してもよい。また、複数モジュールは１コンピュータ
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によって実行されてもよいし、分散又は並列環境におけるコンピュータによって１モジュ
ールが複数コンピュータで実行されてもよい。なお、１つのモジュールに他のモジュール
が含まれていてもよい。また、以下、「接続」とは物理的な接続の他、論理的な接続（デ
ータの授受、指示、データ間の参照関係等）の場合にも用いる。「予め定められた」とは
、対象としている処理の前に定まっていることをいい、本実施の形態による処理が始まる
前はもちろんのこと、本実施の形態による処理が始まった後であっても、対象としている
処理の前であれば、そのときの状況・状態に応じて、又はそれまでの状況・状態に応じて
定まることの意を含めて用いる。「予め定められた値」が複数ある場合は、それぞれ異な
った値であってもよいし、２以上の値（もちろんのことながら、全ての値も含む）が同じ
であってもよい。また、「Ａである場合、Ｂをする」という意味を有する記載は、「Ａで
あるか否かを判断し、Ａであると判断した場合はＢをする」の意味で用いる。ただし、Ａ
であるか否かの判断が不要である場合を除く。
　また、システム又は装置とは、複数のコンピュータ、ハードウェア、装置等がネットワ
ーク（一対一対応の通信接続を含む）等の通信手段で接続されて構成されるほか、１つの
コンピュータ、ハードウェア、装置等によって実現される場合も含まれる。「装置」と「
システム」とは、互いに同義の用語として用いる。もちろんのことながら、「システム」
には、人為的な取り決めである社会的な「仕組み」（社会システム）にすぎないものは含
まない。
　また、各モジュールによる処理毎に又はモジュール内で複数の処理を行う場合はその処
理毎に、対象となる情報を記憶装置から読み込み、その処理を行った後に、処理結果を記
憶装置に書き出すものである。したがって、処理前の記憶装置からの読み込み、処理後の
記憶装置への書き出しについては、説明を省略する場合がある。なお、ここでの記憶装置
としては、ハードディスク、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、外
部記憶媒体、通信回線を介した記憶装置、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎ
ｇ　Ｕｎｉｔ）内のレジスタ等を含んでいてもよい。
【００２１】
　本実施の形態である共有電子付箋情報処理装置１１０は、個人用付箋情報処理装置１５
０から送信されてきた付箋情報に基づいて付箋（電子付箋、電子カード等ともいわれる）
を台紙上に貼り付けて表示し、その付箋に対する処理を行うものであって、図１の例に示
すように、付箋状態定義モジュール１１２、付箋状態判定モジュール１１４、機能選択定
義モジュール１１６、機能選択判断モジュール１１８、電子付箋機能実行モジュール１２
０、付箋属性保持モジュール１２２、通信モジュール１２４、付箋操作モジュール１２６
、制御モジュール１２８を有している。また、共有電子付箋情報処理装置１１０は、通信
回線を介して個人用付箋情報処理装置１５０と接続されている。この通信回線は、有線、
無線を問わない。個人用付箋情報処理装置１５０は、付箋作成モジュール１５２、付箋属
性付加モジュール１５４、通信モジュール１５６、制御モジュール１５８を有している。
　共有電子付箋情報処理装置１１０は、付箋情報を用いて、ファシリテーター（一般的に
は一人）と複数人の参加者によって行われる会合（ワークショップ、会議、アイデア抽出
会、検討会等）で利用される。参加者は参加者用端末としての端末装置（個人用付箋情報
処理装置１５０等）を用いて、アイデア等が記載された付箋情報を作成する。一般的に、
図２の例に示すように、個人用付箋情報処理装置１５０として、個人用付箋情報処理装置
１５０ａ、個人用付箋情報処理装置１５０ｂ、個人用付箋情報処理装置１５０ｃ等（以下
、代表して個人用付箋情報処理装置１５０という）があり、個人用付箋情報処理装置１５
０は複数ある。そして、共有電子付箋情報処理装置１１０は、個人用付箋情報処理装置１
５０から付箋情報を受け取って、台紙上にその付箋情報による付箋を貼り付ける。ファシ
リテーターは共有電子付箋情報処理装置１１０の表示先である共有画面を用いて、その台
紙上で、付箋の位置を決定又は変更したり、付箋をまとめたり（第１の付箋と第２の付箋
を関連付けること、グループ形成等ともいわれる）、自らも付箋情報の作成等を行って、
その会合を進行させる。なお、本実施の形態において、参加者には、ファシリテーターを
含む。
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【００２２】
　通信モジュール１２４は、制御モジュール１２８、個人用付箋情報処理装置１５０の通
信モジュール１５６と接続されている。通信モジュール１２４は、個人用付箋情報処理装
置１５０との通信を行い、制御モジュール１２８から渡された情報を個人用付箋情報処理
装置１５０へ送信する。また、個人用付箋情報処理装置１５０から送信された情報を受信
し、制御モジュール１２８に渡す。例えば、個人用付箋情報処理装置１５０の操作者の操
作によって作成された付箋に関する情報である付箋情報を受信し、制御モジュール１２８
に渡す。
　付箋操作モジュール１２６は、制御モジュール１２８と接続されている。付箋操作モジ
ュール１２６は、共有電子付箋情報処理装置１１０の表示装置に対するファシリテーター
等の操作者の操作に応じて、台紙上の付箋に対する処理を行う。操作としては、例えば、
付箋の選択、移動、削除、グループ形成等がある。そして、付箋操作モジュール１２６は
、台紙に貼り付けられている付箋に対する操作（付箋の選択、移動等を含む）を検知する
。具体的には、画面の接触を検知するセンサーを用いて、操作者の指等が触っている付箋
を検知する。
【００２３】
　付箋属性保持モジュール１２２は、制御モジュール１２８と接続されている。付箋属性
保持モジュール１２２は、共有電子付箋情報処理装置１１０と通信が可能な個人用付箋情
報処理装置１５０で作成された付箋に関する情報（又は、共有電子付箋情報処理装置１１
０が表示している台紙に貼り付けられている付箋に関する情報）を記憶する。例えば、付
箋情報テーブル６００、グループ化包囲線テーブル７００を記憶している。図６は、付箋
情報テーブル６００のデータ構造例を示す説明図である。付箋情報テーブル６００は、付
箋ＩＤ欄６１０、表示付箋情報欄６１２、位置欄６１４、サイズ欄６１６、送信日時欄６
１８、関連付けられた最終日時欄６２０、表示付箋情報に対する操作欄６２２、操作され
た最終日時欄６２４、自己紹介付箋欄６２６、色欄６２８、枠線形状欄６３０、枠線色欄
６３２、枠線太さ欄６３４、グループ付箋欄６３６を有している。付箋ＩＤ欄６１０は、
本実施の形態において付箋を一意に識別するための情報（付箋ＩＤ：ＩＤｅｎｔｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ）を記憶している。表示付箋情報欄６１２は、付箋の内容として表示する情報
を記憶している。例えば、表示付箋情報として、テキスト情報、手書き文字、図形等を示
すベクトルデータ、音声情報、写真等の静止画像情報、動画情報等、又はこれらの組み合
わせがある。位置欄６１４は、その付箋が表示される台紙上の位置を記憶している。例え
ば、台紙のＸＹ座標系における座標である。サイズ欄６１６は、その付箋の表示サイズを
記憶している。例えば、表示する付箋が矩形である場合は、縦と横のサイズを記憶してい
る。送信日時欄６１８は、その付箋が送信（又は受信）された日時（年、月、日、時、分
、秒、秒以下、又はこれらの組み合わせであってもよい）を記憶している。関連付けられ
た最終日時欄６２０は、グループに関連付けされた（その付箋がグループのメンバーとな
った）最終日時を記憶している。表示付箋情報に対する操作欄６２２は、その表示されて
いる付箋に対する操作（例えば、移動、削除等）を記憶している。操作された最終日時欄
６２４は、その操作が行われた最終日時を記憶している。自己紹介付箋欄６２６は、紹介
付箋に関する情報を記憶している。例えば、その付箋が紹介付箋であるか否かを示す情報
を記憶していてもよいし、紹介付箋である場合は、その紹介付箋によって紹介されている
参加者（参加者ＩＤ等）を記憶していてもよい。色欄６２８は、その付箋の表示色を記憶
している。枠線形状欄６３０は、その付箋の表示における枠線の形状を記憶している。例
えば、通常線、点線等がある。枠線色欄６３２は、その付箋の表示における枠線の色を記
憶している。枠線太さ欄６３４は、その付箋の表示における枠線の太さを記憶している。
グループ付箋欄６３６は、グループ付箋に関する情報を記憶している。例えば、その付箋
がグループ付箋であるか否かを示す情報を記憶していてもよいし、グループ付箋である場
合は、グループＩＤやそのグループ付箋によってグループ化されている付箋ＩＤ等を記憶
していてもよい。
【００２４】
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　図７は、グループ化包囲線テーブル７００のデータ構造例を示す説明図である。グルー
プ化包囲線テーブル７００は、グループＩＤ欄７１０、始点位置欄７１２、途中位置の数
欄７１４、途中位置欄７１６、終了位置欄７２０、線形状欄７２２、線色欄７２４、線太
さ欄７２６、包囲付箋欄７２８、グループ付箋領域欄７３０を有している。グループＩＤ
欄７１０は、本実施の形態においてグループを一意に識別するための情報（グループＩＤ
）を記憶している。始点位置欄７１２は、そのグループを囲むグループ化包囲線の始点位
置（座標）を記憶している。途中位置の数欄７１４は、そのグループ化包囲線を形成する
途中位置の数を記憶している。途中位置間（最初は始点位置であり、最後は終点位置）を
直線又は曲線で補間することによって、グループ化包囲線を形成する。この途中位置の数
だけ、途中位置欄７１６が継続する。途中位置欄７１６は、途中位置を記憶している。終
了位置欄７２０は、終了位置を記憶している。線形状欄７２２は、そのグループ化包囲線
の形状を記憶している。線色欄７２４は、そのグループ化包囲線の色を記憶している。線
太さ欄７２６は、そのグループ化包囲線の太さを記憶している。包囲付箋欄７２８は、そ
のグループ化包囲線によって囲まれている付箋ＩＤ（付箋ＩＤ欄６１０参照）を記憶して
いる。つまり、その付箋ＩＤの付箋は、このグループに属しているメンバーである。グル
ープ付箋領域欄７３０は、グループ付箋領域を記憶している。このグループ付箋領域は、
図１３（ａ）の例を用いて後述する。
【００２５】
　付箋状態定義モジュール１１２は、付箋状態判定モジュール１１４と接続されている。
付箋状態定義モジュール１１２は、例えば、付箋状態定義テーブル８００、シナリオテー
ブル９００を記憶している。図８は、付箋状態定義テーブル８００のデータ構造例を示す
説明図である。付箋状態定義テーブル８００は、条件ＩＤ欄８０２、自己紹介／グループ
欄８０４、状態定義欄８０６を有している。条件ＩＤ欄８０２は、本実施の形態において
条件を一意に識別するための情報（条件ＩＤ）を記憶している。自己紹介／グループ欄８
０４は、対応する状態定義欄８０６の状態定義は、自己紹介付箋として識別するためのも
のであるか、グループ付箋として識別するためのものであるかを示す情報を記憶している
。状態定義欄８０６は、状態定義を記憶している。対象としている付箋がこの状態定義に
合致していれば、その付箋は、自己紹介／グループ欄８０４の自己紹介付箋又はグループ
付箋として、識別されることになる。
　状態定義は、例えば、付箋の属性、台紙上における付箋の位置、付箋が作成された時間
、該付箋に記載されている内容、又はこれらの組み合わせを用いて定義されている。付箋
の属性として、その付箋のサイズ、色、枠線形状、枠線色、枠線太さ等（付箋情報テーブ
ル６００内のサイズ欄６１６、色欄６２８等）がある。例えば、付箋のサイズが予め定め
られた範囲にあると、対象としている付箋は自己紹介付箋又はグループ付箋であるとして
もよい。また、付箋の色が予め定められた色である、付箋の枠線色が予め定められた色で
ある、又は付箋の枠線太さが予め定められた範囲にあると、対象としている付箋は自己紹
介付箋又はグループ付箋であるとしてもよい。また、台紙上における付箋の位置（付箋情
報テーブル６００の位置欄６１４）が予め定められた領域内にあると、対象としている付
箋は自己紹介付箋又はグループ付箋であるとしてもよい。付箋が作成された時間が予め定
められた範囲にあると、対象としている付箋は自己紹介付箋又はグループ付箋であるとし
てもよい。例えば、その会合はあるシナリオ（スケジュール、進行表等）にしたがって進
行しており、そのシナリオ内の自己紹介付箋作成の時間帯に作成された付箋は、自己紹介
付箋と判定される。また、そのシナリオ内のグループ形成作業の時間帯に作成された付箋
は、グループ付箋と判定される。シナリオについては、図９を用いて後述する。付箋に記
載されている内容が予め定められた内容であると、対象としている付箋は自己紹介付箋又
はグループ付箋であるとしてもよい。例えば、付箋の内容に対して形態素解析を施して、
自己紹介にかかわる文が含まれている場合は、その付箋は自己紹介付箋であると判定され
る。また、グループ名が含まれている場合は、その付箋はグループ付箋であると判定され
る。もちろんのことながら、これらの条件が論理和、論理積等によって組み合わせられて
もよい。
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【００２６】
　図９は、シナリオテーブル９００のデータ構造例を示す説明図である。シナリオテーブ
ル９００は、シナリオＩＤ欄９０２、シナリオ名称欄９０４、次シナリオ移行動作欄９０
６、時間帯欄９０８を有している。シナリオＩＤ欄９０２は、本実施の形態においてシナ
リオを一意に識別するための情報（シナリオＩＤ）を記憶している。シナリオ名称欄９０
４は、そのシナリオの名称を記憶している。次シナリオ移行動作欄９０６は、次のシナリ
オへの移行動作を記憶している。例えば、予め定められたボタンが選択された等の動作が
該当する。具体的には、シナリオの一覧が画面の端に表示されており、表示されているも
ののうち次のシナリオを選択（タップ）等することがある。時間帯欄９０８は、そのシナ
リオにおける時間帯を記憶している。つまり、前述の状態定義欄８０６における条件とし
て、シナリオＩＤの時間帯を、付箋作成日時の条件として用いることができる。時間帯欄
９０８に記憶される時間帯は、予定の時間帯であってもよいし、その会合での実際の時間
帯であってもよい。例えば、シナリオとして、（１）自己紹介付箋を作成して、各自が自
己紹介を行う、（２）作業１（アイデア抽出として、付箋にアイデア記載）、（３）作業
２（付箋のグループ形成、例えば、関係のある付箋を集めて、グループ化包囲線で囲む）
、（４）作業３（解決用アイデアの抽出として、付箋にそのアイデア記載）、（５）作業
４（作業ふりかえり）等がある。この一覧が表示されており、ファシリテーターが（１）
の箇所を選択したら、その時刻をシナリオ（１）の開始時刻とし、（２）の箇所を選択し
たら、その時刻をシナリオ（１）の終了時刻として、時間帯欄９０８に記憶する。つまり
、この時間帯（（１）の開始時刻から（１）の終了時刻まで）に作成された付箋を自己紹
介付箋とするという条件が付箋状態定義テーブル８００の状態定義欄８０６に記載される
ことになる。
【００２７】
　付箋状態判定モジュール１１４は、付箋状態定義モジュール１１２、制御モジュール１
２８と接続されている。付箋状態判定モジュール１１４は、付箋操作モジュール１２６に
よって検知された付箋の状態が、付箋状態定義モジュール１１２に記憶されている予め定
められた状態であるか否かを判定する。また、付箋状態判定モジュール１１４は、付箋状
態定義モジュール１１２に記憶されている予め定められた状態と比較するので、付箋の属
性、台紙上における付箋の位置、付箋が作成された時間、付箋に記載されている内容、又
はこれらの組み合わせを用いて判定してもよい。そして、付箋状態判定モジュール１１４
は、付箋の状態からその付箋を作成した操作者を紹介する自己紹介付箋、又は他の付箋の
グループを示すグループ付箋のいずれであるかを判定するようにしてもよい。具体的には
、対象としている付箋の状態に該当する付箋状態定義テーブル８００の状態定義欄８０６
に対応する自己紹介／グループ欄８０４を抽出すればよい。
【００２８】
　機能選択定義モジュール１１６は、機能選択判断モジュール１１８と接続されている。
機能選択定義モジュール１１６は、例えば、機能選択定義テーブル１０００を記憶してい
る。図１０は、機能選択定義テーブル１０００のデータ構造例を示す説明図である。機能
選択定義テーブル１０００は、機能ＩＤ欄１００２、条件ＩＤ欄１００４、機能定義欄１
００６を有している。機能ＩＤ欄１００２は、本実施の形態において機能を一意に識別す
るための情報（機能ＩＤ）を記憶している。条件ＩＤ欄１００４は、条件ＩＤを記憶して
いる。機能定義欄１００６は、その条件ＩＤに対応する機能定義を記憶している。機能定
義として、例えば、条件ＩＤ欄１００４の条件ＩＤが、対象としている付箋が自己紹介付
箋である状態定義の条件ＩＤである場合には、その自己紹介付箋によって紹介された操作
者が作成した付箋を、他の付箋とは異なる形態（形状、模様、色彩若しくはこれらの結合
又はこれらが動的に変化する（例えば、フラッシュ、アニメーション等）ことを含む。以
下、同様）にする処理がある。又は、その自己紹介付箋によって紹介された操作者が作成
した付箋を、対象としている付箋の移動とともに移動させるという処理がある。もちろん
のことながら、その自己紹介付箋の移動を検知した場合に、その操作者が作成した付箋を
一緒に移動させるものである。そして、条件ＩＤ欄１００４の条件ＩＤが、対象としてい
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る付箋がグループ付箋である状態定義の条件ＩＤである場合には、そのグループ付箋が示
すグループ内の付箋を、他の付箋とは異なる形態にする処理がある。又は、そのグループ
付箋が示すグループ内の付箋を、対象としている付箋の移動とともに移動させるという処
理がある。もちろんのことながら、そのグループ付箋の移動を検知した場合に、そのグル
ープに含まれている付箋を一緒に移動させるものである。
　機能選択判断モジュール１１８は、機能選択定義モジュール１１６、制御モジュール１
２８と接続されている。機能選択判断モジュール１１８は、付箋状態判定モジュール１１
４によって判定された付箋の状態が、機能選択定義モジュール１１６に記憶されている機
能選択定義テーブル１０００のいずれに該当するかを判断する。機能選択判断モジュール
１１８は、対象としている付箋に対応する処理（電子付箋機能実行モジュール１２０が行
う処理）を抽出する。
【００２９】
　電子付箋機能実行モジュール１２０は、制御モジュール１２８と接続されている。電子
付箋機能実行モジュール１２０は、付箋状態判定モジュール１１４によって予め定められ
た状態であると判定された場合、付箋に対応付けられた処理を行う。例えば、機能選択判
断モジュール１１８によって選択された処理を行う。また、電子付箋機能実行モジュール
１２０は、付箋状態判定モジュール１１４によって付箋が自己紹介付箋であると判定され
た場合は、その自己紹介付箋によって紹介された操作者が作成した付箋を、他の付箋とは
異なる形態にしてもよい。又は、その自己紹介付箋によって紹介された操作者が作成した
付箋を、付箋操作モジュール１２６によって検知された付箋の移動とともに移動させるよ
うにしてもよい。また、電子付箋機能実行モジュール１２０は、付箋状態判定モジュール
１１４によって付箋がグループ付箋であると判定された場合は、そのグループ付箋が示す
グループ内の付箋を、他の付箋とは異なる形態にしてもよい。又は、そのグループ付箋が
示すグループ内の付箋を、付箋操作モジュール１２６によって検知された付箋の移動とと
もに移動させるようにしてもよい。
　制御モジュール１２８は、付箋状態判定モジュール１１４、機能選択判断モジュール１
１８、電子付箋機能実行モジュール１２０、付箋属性保持モジュール１２２、通信モジュ
ール１２４、付箋操作モジュール１２６と接続されている。制御モジュール１２８は、共
有電子付箋情報処理装置１１０内のモジュールを制御して、共有電子付箋情報処理装置１
１０、個人用付箋情報処理装置１５０を用いた会合に必要な処理を行う。例えば、台紙上
で付箋を表示すること等を行う。
【００３０】
　個人用付箋情報処理装置１５０は、例えば、タッチパネル方式の表示装置及び入力装置
を有しており、参加者の指、ペン等を用いた操作を受け付けて、付箋情報の作成等が行わ
れる。また、タッチパネル以外にも、キーボード、マウスを用いた入力、マイクを用いた
音声入力、カメラを用いた画像入力等であってもよい。付箋情報は、カード型の情報を管
理し得るデータ構造であればよく、その内容は、例えば、テキスト情報、手書き文字、図
形等を示すベクトルデータ、音声情報、写真等の静止画像情報、動画情報等、又はこれら
の組み合わせであってもよい。
【００３１】
　通信モジュール１５６は、制御モジュール１５８、共有電子付箋情報処理装置１１０の
通信モジュール１２４と接続されている。通信モジュール１５６は、共有電子付箋情報処
理装置１１０との通信を行い、制御モジュール１５８から渡された情報を共有電子付箋情
報処理装置１１０へ送信する。また、共有電子付箋情報処理装置１１０から送信された情
報を受信し、制御モジュール１５８に渡す。例えば、共有電子付箋情報処理装置１１０か
ら台紙の画面情報（制御モジュール１２８によって表示される内容等）を受信し、個人用
付箋情報処理装置１５０の表示装置に表示する表示モジュールに渡すようにしてもよい。
　付箋作成モジュール１５２は、制御モジュール１５８と接続されている。付箋作成モジ
ュール１５２は、操作者の操作を受け付けて、付箋情報を作成する。例えば、タッチパネ
ルに対する操作にしたがって付箋情報を作成する。
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　付箋属性付加モジュール１５４は、制御モジュール１５８と接続されている。付箋属性
付加モジュール１５４は、付箋作成モジュール１５２によって作成された付箋に対して属
性を付加するものである。例えば、属性として自己紹介付箋又はグループ付箋であること
を示す情報等がある。
　制御モジュール１５８は、付箋作成モジュール１５２、付箋属性付加モジュール１５４
、通信モジュール１５６と接続されている。制御モジュール１５８は、個人用付箋情報処
理装置１５０内のモジュールを制御して、共有電子付箋情報処理装置１１０、個人用付箋
情報処理装置１５０を用いた会合に必要な処理を行う。
【００３２】
　図２は、本実施の形態を実現するにあたってのシステム構成例を示す説明図である。共
有電子付箋情報処理装置１１０、複数の個人用付箋情報処理装置１５０が用いられる例と
して、共有電子付箋情報処理装置１１０、個人用付箋情報処理装置１５０ａ、個人用付箋
情報処理装置１５０ｂ、個人用付箋情報処理装置１５０ｃ、個人用付箋情報処理装置１５
０ｚ等が、通信回線２９９を介してそれぞれ接続されている。必ずしも、全ての装置が１
つの部屋（会議室等）にある必要はないが、一般的には、参加者が用いる個人用付箋情報
処理装置１５０ａ等とファシリテーターが用いる共有電子付箋情報処理装置１１０は、同
じ部屋にある。通信回線２９９は、有線回線であってもよいし、無線回線であってもよい
。また、一般的には、各参加者は１台の個人用付箋情報処理装置１５０を所持しており、
共有電子付箋情報処理装置１１０は、主にファシリテーターによって操作される。
【００３３】
　図３は、本実施の形態が使用される会議室等の例を示す説明図である。
　図３（ａ）の例に示すように、会議室等内に、参加者３１１、３１２、ファシリテータ
ー３２１が集まっている。参加者３１１は個人用付箋情報処理装置１５０ａを利用し、参
加者３１２は個人用付箋情報処理装置１５０ｂを利用する。一般的に、端末装置（個人用
付箋情報処理装置１５０ａ等）は参加者一人に１個付与されており、図３（ｃ）の例に示
す参加者用端末１５０のように、ノート程度の大きさ（例えば、Ａ４、Ｂ５、７～１０イ
ンチ等）であり、タブレット型の端末であり、指又はペン等を用いて操作されるものであ
る。参加者によって、テキストデータ、手書きの文字、図形等が記載された付箋情報が作
成される。なお、端末装置は、タブレット型の端末に限られず、キーボード、マウス等を
備えたＰＣ（ノートＰＣを含む）等であってもよい。
　図３（ａ）の例に示す共有電子付箋情報処理装置１１０ｘは、プロジェクターであって
、台紙を表示する。また、共有電子付箋情報処理装置１１０ｙは、電子白板であって、フ
ァシリテーター３２１の指又はペン等の動きを検知して、付箋を台紙に貼り付けること、
付箋の移動、付箋の関連付け（グループ化）を行うこと等の操作を受け付けるものである
。例えば、共有電子付箋情報処理装置１１０ｙにペンが備えられており、そのペンが予め
定められたペン置きから離れたこと（ファシリテーター３２１が操作するためにペンを持
ち上げたこと）、そしてペンの先端の位置（ペン先端が共有電子付箋情報処理装置１１０
ｙに触れたこと等）を検知することによって、台紙、付箋に対する操作を受け付ける。例
えば、ペン置きにセンサー（ペンの重力でスイッチがオンオフとなるセンサー等）を設け
、複数のペン（黒色のペン、赤色のペン、青色のペン等）のうち、どのペンが用いられて
いるかを検知すればよい。また、共有電子付箋情報処理装置１１０ｙの表示画面全体がタ
ッチセンサーであり、表示画面に触れられた位置、圧力を検知すればよい。
　また、共有電子付箋情報処理装置１１０は、図３（ｂ）の例に示すような電子ボードで
あってもよい。電子ボードは、一般的に大画面の表示装置（少なくとも、個人用付箋情報
処理装置１５０の表示装置よりも大きい）を有しており、その表示装置はタッチパネルで
あり、表示画面に触れられた位置、圧力を検知する。例えば、画面として、８０インチ等
の大きさを備えたものであってもよい。
【００３４】
　図４は、本実施の形態による共有電子付箋情報処理装置１１０の表示例を示す説明図で
ある。共有電子付箋情報処理装置１１０は、図３（ａ）（ｂ）の例に示されている共有電
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子付箋情報処理装置１１０ｙ、共有電子付箋情報処理装置１１０に表示されているもので
ある。
　共有電子付箋情報処理装置１１０は、台紙領域４１０を有している。台紙領域４１０内
には、一般的な付箋（図４内では、小さい長方形）の他に、それらの付箋を関連付けたグ
ループ領域Ａ４２０、グループ領域Ｃ４４０、グループ領域Ｄ４５０、グループ領域Ｅ４
６０、グループ領域Ｆ４７０が表示されている。例えば、グループ領域Ａ４２０内には、
Ａ１～Ａ８の８枚の付箋が含まれており、グループ領域Ａ４２０のグループ化包囲線に重
なるようにグループＡ付箋４２２が貼り付けられている。そして、参加者であるファシリ
テーター３２１の操作に応じて、付箋を台紙領域４１０内で移動させる（例えば、他のグ
ループに移動等）。
　なお、グループの形成方法として、ファシリテーター３２１によってグループ領域Ａ４
２０の枠（グループ化包囲線）を書き込むような明示的な操作を検知し、その枠内にある
付箋を同じグループとするようにしてもよい。また、付箋を移動させることによって発生
した、付箋の存在が予め定められた値以上又はより大の密度となる領域を検知して、その
領域にある付箋を同じグループとするようにしてもよい。
　台紙領域４１０に貼り付けられている付箋には、前述した自己紹介付箋、グループ付箋
（グループＡ付箋４２２等）が含まれている。
【００３５】
　図５は、本実施の形態による処理例を示すフローチャートである。
　ステップＳ５０２では、個人用付箋情報処理装置１５０の付箋作成モジュール１５２は
、個人用付箋情報処理装置１５０の参加者の操作によって付箋情報を作成する。
　ステップＳ５０４では、個人用付箋情報処理装置１５０の付箋属性付加モジュール１５
４は、付箋の属性の付加／変更があるか否かを判断し、ある場合はステップＳ５０６へ進
み、それ以外の場合はステップＳ５０８へ進む。
　ステップＳ５０６では、個人用付箋情報処理装置１５０の付箋属性付加モジュール１５
４は、属性の付加／変更を行う。
　ステップＳ５０８では、個人用付箋情報処理装置１５０の通信モジュール１５６は、付
箋情報を共有電子付箋情報処理装置１１０へ送信する。
　ステップＳ５１０では、共有電子付箋情報処理装置１１０の通信モジュール１２４は、
個人用付箋情報処理装置１５０から送信された付箋情報を受信する。
　ステップＳ５１２では、共有電子付箋情報処理装置１１０の制御モジュール１２８は、
付箋情報を属性（作成者を示す作成者ＩＤ、作成日時等）と共に付箋属性保持モジュール
１２２に記憶させる。
【００３６】
　図１１は、本実施の形態による処理例を示すフローチャートである。
　ステップＳ１１０２では、付箋操作モジュール１２６は、付箋に対する操作を検知する
。
　ステップＳ１１０４では、制御モジュール１２８は、付箋属性保持モジュール１２２か
ら付箋の状態を抽出する。
　ステップＳ１１０６では、付箋状態判定モジュール１１４は、付箋状態定義モジュール
１１２を用いて、その付箋は定義済み状態（状態定義欄８０６）に合致するか否かを判断
し、合致する場合はステップＳ１１０８へ進み、それ以外の場合はステップＳ１１１０へ
進む。
　ステップＳ１１０８では、機能選択判断モジュール１１８は、機能選択定義モジュール
１１６を用いて、該当状態で定義済み操作（機能定義欄１００６）があるか否かを判断し
、ある場合はステップＳ１１１２へ進み、それ以外の場合はステップＳ１１１０へ進む。
　ステップＳ１１１０では、制御モジュール１２８は、該当付箋への選択を実行する。
　ステップＳ１１１２では、電子付箋機能実行モジュール１２０は、定義済み機能を実行
する。例えば、該当付箋が自己紹介付箋であれば、その自己紹介付箋を作成した操作者が
作成した付箋を該当付箋（自己紹介付箋）とともに移動する。また、該当付箋がグループ



(13) JP 6237135 B2 2017.11.29

10

20

30

40

50

付箋であれば、そのグループ付箋が示すグループに含まれている付箋を該当付箋（グルー
プ付箋）とともに移動する。
【００３７】
　図１２は、本実施の形態による処理例を示す説明図である。ここでのワークショップ（
会合）は、シナリオにしたがって行われるとする。
　最初に、ファシリテーターはワークショップの最初のパートで自己紹介を促し、付箋に
名前を書いてもらう。図１２（ａ）の例では、付箋（富士太郎）１２０２、付箋（ＸＸＸ
ＸＸ花子）１２０４がそれぞれ参加者（富士太郎、ＸＸＸＸＸ花子）によって作成され、
画面１２００に貼り付けられた状態を示している。予めシナリオ（自己紹介）に定められ
た時刻までに貼り付けられた付箋を自己紹介付箋とする。また、ファシリテーターの操作
（自己紹介が終了したことを示す操作）に応じて、それまでに貼り付けられた付箋を自己
紹介付箋とするようにしてもよい。
　この後、図１２（ｂ）の例に示すように、ワークショップの中で、各参加者は付箋を作
成する。５枚の付箋（付箋Ａ１２１０等）が作成され、貼り付けられている。
【００３８】
　図１２（ｃ）の例では、ファシリテーターの操作によって指示用アイコン１２３０を用
い付箋（富士太郎）１２０２が選択されたとする。すると、その選択が検知され、前述し
たように、付箋（富士太郎）１２０２の状態が自己紹介付箋の選択であるので、付箋（富
士太郎）１２０２を作成した参加者が作成した他の付箋（付箋Ｂ１２１２、付箋Ｃ１２１
４）をハイライトする（図１２（ｃ）の例では、太点線枠線で表示している）。
　また、シナリオ（グループ形成）にしたがって、これらの付箋が整理され、図１２（ｃ
）の例に示すように、付箋Ｂ１２１２、付箋Ｅ１２１８、付箋Ｄ１２１６、付箋Ｃ１２１
４が集められたとする。これらが含まれている領域の密度は予め定められた値以上である
ので、これら４つの付箋によってグループが形成されたと判断する。そして、新たに付箋
Ｆ１２４０が作成され、このシナリオの時間帯で作成されたのでグループ付箋として判断
される。そして、付箋Ｆ１２４０は、付箋Ｂ１２１２等によって形成されたグループの周
辺（グループに含まれている付箋によって形成される領域から予め定められた距離以内に
ある領域）に移動されたことを検知して、付箋Ｆ１２４０を付箋Ｂ１２１２等によって形
成されたグループのグループ付箋とする。
　図１２（ｄ）の例では、ファシリテーターの操作によって指示用アイコン１２３０を用
い付箋Ｆ１２４０が選択されたとする。すると、その選択が検知され、前述したように、
付箋Ｆ１２４０の状態がグループ付箋の選択であるので、付箋Ｆ１２４０が示すグループ
に含まれている付箋（付箋Ｂ１２１２、付箋Ｅ１２１８、付箋Ｄ１２１６、付箋Ｃ１２１
４）をハイライトする（図１２（ｄ）の例では、太点線枠線で表示している）。
【００３９】
　図１３は、本実施の形態による処理例を示す説明図である。図１３（ａ）の例では、付
箋１３０２、付箋１３０４、付箋１３０６、付箋１３０８を囲むグループ化包囲線１３２
０が、ファシリテーターの操作によって描かれたとする。グループ化包囲線１３２０で囲
まれた領域内の上部（図１３（ａ）の例ではグループ付箋定義領域１３２２）に、付箋が
移動した場合は、その付箋をグループ付箋と判定する。例えば、付箋１３１２がグループ
付箋定義領域１３２２に移動（ドロップイン）１３３０することによって、付箋１３１２
をこのグループにおけるグループ付箋と判定する。また、グループ化包囲線１３２０に重
なるように付箋が移動してきた場合、その付箋をグループ付箋と判定するようにしてもよ
い。
　この後、図１３（ｂ）の例に示すように、グループ付箋となった付箋１３１２を移動１
３４０すると、グループ全体（そのグループに含まれる付箋（付箋１３０２、付箋１３０
４、付箋１３０６、付箋１３０８））を平行移動する。なお、グループ化包囲線１３２０
も平行移動するようにしてもよい。
【００４０】
　なお、本実施の形態（共有電子付箋情報処理装置１１０、個人用付箋情報処理装置１５
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０又はこれらの組み合わせによる情報処理システム）としてのプログラムが実行されるコ
ンピュータのハードウェア構成は、図１４に例示するように、一般的なコンピュータであ
り、具体的にはパーソナルコンピュータ、サーバーとなり得るコンピュータ等である。つ
まり、具体例として、処理部（演算部）としてＣＰＵ１４０１を用い、記憶装置としてＲ
ＡＭ１４０２、ＲＯＭ１４０３、ＨＤ１４０４を用いている。ＨＤ１４０４として、例え
ばハードディスクを用いてもよい。付箋状態判定モジュール１１４、機能選択判断モジュ
ール１１８、電子付箋機能実行モジュール１２０、制御モジュール１２８、付箋操作モジ
ュール１２６、通信モジュール１２４、通信モジュール１５６、制御モジュール１５８、
付箋作成モジュール１５２、付箋属性付加モジュール１５４等のプログラムを実行するＣ
ＰＵ１４０１と、そのプログラムやデータを記憶するＲＡＭ１４０２と、本コンピュータ
を起動するためのプログラム等が格納されているＲＯＭ１４０３と、補助記憶装置（フラ
ッシュメモリ等であってもよい）であるＨＤ１４０４と、キーボード、マウス、タッチパ
ネル等に対する利用者の操作に基づいてデータを受け付ける受付装置１４０６と、ＣＲＴ
、液晶ディスプレイ等の出力装置１４０５と、ネットワークインタフェースカード等の通
信ネットワークと接続するための通信回線インタフェース１４０７、そして、それらをつ
ないでデータのやりとりをするためのバス１４０８により構成されている。これらのコン
ピュータが複数台互いにネットワークによって接続されていてもよい。
【００４１】
　前述の実施の形態のうち、コンピュータ・プログラムによるものについては、本ハード
ウェア構成のシステムにソフトウェアであるコンピュータ・プログラムを読み込ませ、ソ
フトウェアとハードウェア資源とが協働して、前述の実施の形態が実現される。
　なお、図１４に示すハードウェア構成は、１つの構成例を示すものであり、本実施の形
態は、図１４に示す構成に限らず、本実施の形態において説明したモジュールを実行可能
な構成であればよい。例えば、一部のモジュールを専用のハードウェア（例えばＡＳＩＣ
等）で構成してもよく、一部のモジュールは外部のシステム内にあり通信回線で接続して
いるような形態でもよく、さらに図１４に示すシステムが複数互いに通信回線によって接
続されていて互いに協調動作するようにしてもよい。また、特に、パーソナルコンピュー
タの他、情報家電、複写機、ファックス、スキャナ、プリンタ、複合機（スキャナ、プリ
ンタ、複写機、ファックス等のいずれか２つ以上の機能を有している画像処理装置）など
に組み込まれていてもよい。
【００４２】
　なお、説明したプログラムについては、記録媒体に格納して提供してもよく、また、そ
のプログラムを通信手段によって提供してもよい。その場合、例えば、前記説明したプロ
グラムについて、「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」の発明
として捉えてもよい。
　「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、プログラムのイ
ンストール、実行、プログラムの流通などのために用いられる、プログラムが記録された
コンピュータで読み取り可能な記録媒体をいう。
　なお、記録媒体としては、例えば、デジタル・バーサタイル・ディスク（ＤＶＤ）であ
って、ＤＶＤフォーラムで策定された規格である「ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－
ＲＡＭ等」、ＤＶＤ＋ＲＷで策定された規格である「ＤＶＤ＋Ｒ、ＤＶＤ＋ＲＷ等」、コ
ンパクトディスク（ＣＤ）であって、読出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、ＣＤレコーダ
ブル（ＣＤ－Ｒ）、ＣＤリライタブル（ＣＤ－ＲＷ）等、ブルーレイ・ディスク（Ｂｌｕ
－ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ）、光磁気ディスク（ＭＯ）、フレキシブルディスク（
ＦＤ）、磁気テープ、ハードディスク、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、電気的消去及び書
換可能な読出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ（登録商標））、フラッシュ・メモリ、ランダ
ム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、ＳＤ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ）メモリーカー
ド等が含まれる。
　そして、前記のプログラム又はその一部は、前記記録媒体に記録して保存や流通等させ
てもよい。また、通信によって、例えば、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、
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メトロポリタン・エリア・ネットワーク（ＭＡＮ）、ワイド・エリア・ネットワーク（Ｗ
ＡＮ）、インターネット、イントラネット、エクストラネット等に用いられる有線ネット
ワーク、あるいは無線通信ネットワーク、さらにこれらの組み合わせ等の伝送媒体を用い
て伝送させてもよく、また、搬送波に乗せて搬送させてもよい。
　さらに、前記のプログラムは、他のプログラムの一部分であってもよく、あるいは別個
のプログラムと共に記録媒体に記録されていてもよい。また、複数の記録媒体に分割して
記録されていてもよい。また、圧縮や暗号化など、復元可能であればどのような態様で記
録されていてもよい。
【符号の説明】
【００４３】
　１１０…共有電子付箋情報処理装置
　１１２…付箋状態定義モジュール
　１１４…付箋状態判定モジュール
　１１６…機能選択定義モジュール
　１１８…機能選択判断モジュール
　１２０…電子付箋機能実行モジュール
　１２２…付箋属性保持モジュール
　１２４…通信モジュール
　１２６…付箋操作モジュール
　１２８…制御モジュール
　１５０…個人用付箋情報処理装置
　１５２…付箋作成モジュール
　１５４…付箋属性付加モジュール
　１５６…通信モジュール
　１５８…制御モジュール
【図１】 【図２】
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